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介護医療院への転換補助に係る申請手続について 

 
 平素は本市医療福祉行政へ格別の御理解をいただきありがとうございます。また，昨

年中に実施いたしました転換意向に係る調査に御協力いただきありがとうございまし

た。 
 さて，本市では，介護医療院への転換に係る費用に対する補助制度を実施予定です。 
 つきましては，当該補助を希望される場合については，以下の手続に従って，補助申

請していただきますようよろしくお願いいたします。 
 なお，平成３１年度中の補助希望が多い場合等については，予算の都合上，補助事業

に着手していただける時期が年度の後半以降となる場合がありますので，あらかじめ御

了承ください。 

 
１ 事前協議 

補助申請の前段として，事前協議を行ってください。 

＜提出書類＞ 

  事前協議書，図面（改修部分がわかるもの），概算見積書 

  ＜締切：平成３１年度中に補助を希望される場合＞ 
 できる限り平成３１年２月末までに事前協議を完了してください。 
 なお，締切後も事前協議は受け付けいたしますが，予算の手続等の都合上できる

だけ，早めの事前協議をお願いいたします。 
 

２ 交付申請 

 補助事業の着手前に行ってください。 

 本市からの交付決定通知後に補助事業に着手してください。 

 なお，転換に係る事業費用については，入札・見積合せ等を必ず実施し，費用の低

減に努めてください。 

 ＜提出書類＞ 

 交付申請書（第１号様式），事業計画（第２号様式），各室面積表，工事見積書，

収支予算書，法人の定款等（個人の場合は不要），その他参考資料 

 

３ 実績報告 

 補助事業完了後，６０日以内に報告してください。 

 ＜提出書類＞ 

 事業報告書（第６号様式），建物の平面図及び立・断面図若しくは改修詳細図，各

室面積表，設計監理委託契約書（写），工事請負契約書（写），収支決算書，工事完



了を確認するに足る各種検査済証（写），費目別内訳書，写真，その他参考資料 

※ 交付申請，実績報告に係る申請書，添付書類の様式等は事前協議終了後，本市

から申請者に送付いたします。 

参考 補助対象事業及び補助単価額 

１ 整備補助 

① 創設 
  既存施設を取り壊さずに，新たに施設を整備する場合 
  １，９３０千円／床 
② 改築 
  既存施設を取り壊して，新たに施設を整備する場合 
  ２，３９０千円／床 
③ 改修 
  既存施設の本体の躯体工事に及ばない屋内改修（壁撤去等）で工事を伴う場合 

     ９６４千円／床 
２ 開設準備に係る経費補助 

    ２００千円／床 
※ 実際の補助額は，実際に係った費用（設計費については，２．６％）と補助単価

×補助対象転換病床数と比較して低い方の額となります。 

 
 
 



（参考様式） 
平成３１年  月   日 

 
事 前 協 議 書  

 

法人名 
代表者の職名及び氏名 

  
 
                   印 

転換する施設名  
 

担当者の部署・氏名・連絡先  
電話（               ） 
メールアドレス（          ） 

 

１ 転換する病床数             床 

２ 希望する補助の種別 
  ※ 該当するものに○ 

創設 改築 改修 開設準備 

３ 転換の時期・概要 

 

４ 補助申請額 

合計              円 
内訳 
＠      円×   床 

 
 
 
 

※ 欄内に収まらない場合は，適宜修正して御活用してください。 
＜添付資料＞ 
図面，概算見積書 


